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午後３時００分開会 

○寺西健康部長 それでは、時間となりましたので始めさせていただきます。 

  本日は、お忙しい中お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。 

  感染予防、飛沫飛散防止のため、着座にて失礼いたします。 

  私は、事務局の健康部長、寺西でございます。よろしくお願いします。 

  続きまして、本日、協議会に出席している保険者と事務局の職員を紹介させていただきま

す。 

  保険者の吉住健一新宿区長でございます。 

  寺田好孝副区長でございます。 

  組澤勝健康部副部長でございます。 

  志原学医療保険年金課長でございます。 

  どうぞよろしくお願いいたします。 

  定足数の確認を行う前に、本日の会議方式について御案内いたします。 

  現在、東京都には新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が適用されております。

これを受け、本日の会議は、新宿区国民健康保険運営協議会の審議及び決議方式に関する

要綱第３条の規定により、対面による会議を開催しますが、参集できない委員におかれま

しては、事前に書面で賛否を提出することで会議に出席していただく書面決議方式を採用

しております。 

  それでは、会議の定足数を確認いたします。 

  会場に御出席いただいております委員の皆様は、会長を含め２４名の予定、数名遅れられ

るみたいですが、２４名出席される予定です。書面の提出により、出席されている委員は

５名となり、委員全員の出席でございます。 

  したがいまして、新宿区国民健康保険運営協議会規則第６条第２項に基づき、本日の会議

は成立しておりますことを御報告申し上げます。 

  では、これからの進行は、新宿区国民健康保険運営協議会、桑原会長にお願いいたします。 

○桑原会長 本日は、お忙しいところお集まりいただき、ありがとうございます。会長の桑原

でございます。 

  本日の会議は、終了時間を１７時と予定しているところでありますが、まん延防止重点措

置が発令されていることも踏まえ、できる限り短い時間で終了できるよう、会議の円滑な

進行に努めてまいりますので、皆様の御協力のほど、よろしくお願いいたします。 
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  それでは、令和３年度第２回新宿区国民健康保険運営協議会を開催いたします。 

  先ほど事務局から報告がありましたとおり、本日は全委員が出席される予定でございます。

１名いらっしゃいませんけれども、定足数に達しておりますので、当運営協議会は成立い

たしております。 

  また、議事に入ります前に、新宿区国民健康保険運営協議会規則第８条第２項に基づき、

会議録署名委員を、櫻井久美子委員と星野洋委員にお願いしたいと思います。御両名、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

  次に、本日の運営協議会の傍聴などについて、ここで委員の皆様にお諮りしたいと思いま

す。 

  諮問機関である当会議の傍聴につきましては、公開が原則となっておりますので、傍聴を

許可したいと思います。また、傍聴者が希望した場合、本日の資料の持ち帰りや審議に影

響のない範囲での写真撮影も許可したいと思いますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○桑原会長 異議なしとのことですので、傍聴等を許可することといたします。 

  それでは、事務局の方、傍聴者の入場をお願いします。 

（傍聴者入場） 

○桑原会長 それでは、ここで議題に入る前に、保険者である区長から御挨拶をいただきます。 

  区長、よろしくお願いします。 

○吉住区長 ありがとうございます。区長の吉住健一でございます。 

  感染予防、飛沫飛散の防止のため、着座にて失礼いたします。 

  委員の皆様におかれましては、日頃から新宿区国民健康保険の安定的な運営に御協力いた

だき、心より感謝申し上げます。また、新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止等

重点措置も延長され、御心配も多い中お集まりいただき、重ねて御礼申し上げます。 

  さて、本日は、令和４年度における新宿区国民健康保険料率の改定について御審議いただ

きたく、諮問させていただきました。 

  前回の運営協議会で御説明したとおり、令和４年度の保険料率に係る事項につきましては、

東京都から示された試算額が令和３年度に比べて大幅な増となっていたことを受け、特別

区長会において慎重な検討を重ね、令和４年２月１６日開催の区長会総会において、特別

区基準保険料率を決定いたしました。 

  後ほど担当課長から詳細を説明させますが、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上



－3－ 

げます。 

○桑原会長 ありがとうございました。 

  それでは、本日の議事に入ります。 

  今回、新宿区長より、新宿区国民健康保険料率の改定について諮問されております。 

  では、諮問事項について、事務局から説明をお願いします。 

  医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 それでは、着座にて失礼いたします。 

  私のほうから、審議事項資料を中心に御説明申し上げたいと思います。 

  本日使いますのが、この審議事項資料と、あと参考資料１及び２でございます。お手元に

ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

  御説明では、今回、審議事項資料と参考資料１を用います。参考資料２は、各基礎資料や

制度等の説明等をまとめているものでございます。 

  では、早速、審議事項資料の３ページを御覧ください。 

  新宿区は特別区統一保険料方式を採用しております。特別区基準保険料率は、毎年特別区

長会が決定しており、令和４年は、２月１６日の区長会総会で決定されました。 

  そして、この基準保険料率を適用した新宿区の令和４年度の国民健康保険料率を、こちら

資料３ページの表のとおりとするものでございます。医療分が増額となっておりまして、

特に均等割の伸び率が大きいものとなっております。一方で、後期高齢者支援金分、介護

納付金分は減少となっています。また、令和４年度の税制改正により、賦課限度額が増と

なっており、最大９９万円から１０２万円となります。 

  では、今回の保険料率の案について、まず、特別区長会での検討内容、取組などについて、

以降御説明申し上げます。 

  ２枚おめくりいただきまして、審議事項資料の５ページ、特別区基準保険料率算定におけ

る基本的な考え方を御覧ください。 

  特別区では、保険料の急激な上昇とならないように、６年間の激変緩和措置を行うことと

しております。ただし、昨年度、新型コロナ感染症の拡大の影響等を踏まえて負担抑制策

を行った影響で、計画の変更がなされているところです。詳しくは、参考資料の２－５に

ありますので、後ほど御参照いただければと思います。 

  では、次ページを御覧くださいませ。 

  こちらは、国の確定係数による東京都の納付金額です。前回の運営協議会で御説明しまし
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た仮係数よりも減額となっています。それでも、１人当たり納付金額は５．４％の増とな

っております。東京都のほうで減額になった経緯などについては、後ほど御説明いたしま

す。 

  では、続きまして７ページを御覧くださいませ。 

  こちらは、特別区全体の納付金額です。各区の納付金額を特別区で合算したものとなりま

す。各区は、納付金相当額を被保険者から保険料として徴収して、東京都に納付しなけれ

ばならないルールになっております。１人当たりの納付金額は、医療分が大幅増となって

いることが、こちらの表からでも分かると思います。 

  東京都に示された納付金額等を踏まえて、特別区長会において、基準保険料率を決定する

ためには、今回、論点としては大きく２つございました。 

  それでは、次のページ、８ページを御覧くださいませ。 

  まず、論点の１として、この新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する対応でござい

ます。先ほど、区長からもお話ございましたが、１２月に示された仮算定では、東京都の

１人当たり納付金額が、１人当たり保険料の伸び率が記載のとおり、衝撃的な伸び率でご

ざいました。このため、特別区長会は国及び東京都に対して緊急要望を行いました。緊急

要望の概要はこちらにございますが、まず、医療費の増の要因は、新型コロナウイルス感

染症による特殊な影響であると推察されること、そして、そうした影響については、通常

の医療費の枠組みとは切り離して考えることが適当であるということ、したがって、国及

び都の責任において、必要な財政措置を特例的に講じることを強く要望するという内容で

ございました。しかしながら、今日まで特に状況に変化はないところでございます。 

  このほか、都内のほぼ全区市町村から東京都に対して、今回の医療費の推計の考え方など、

様々な意見が提出されております。東京都はこれらを踏まえてと思われるところでござい

ますが、確定係数、実際の本当の保険料を計算する確定係数における納付金の算定では、

医療費推計を、この仮算定の時よりも大きく下方修正しました。算定に用いている令和３

年３月の実績値が、いわゆる受診控えの反動が特に大きい月であったため、これを補正し

たということです。確定係数では、記載のとおり、それぞれ伸び率も縮小されております。

８．２％が５．４％、保険料については、９．４％が６．２％増というところでございま

す。 

  続きまして、次のページ、９ページを御覧ください。 

  議論の論点の２つ目としてなったのは、やはりこの医療費の増の原因分析でございます。
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令和３年度の医療費動向を、国保中央会が出している速報値で見てみますと、令和３年度

上半期、４月から９月分の東京都の１人当たり医療費は、令和２年度の上半期と比べてプ

ラス１２．３％となっております。コロナ禍以前の令和元年度の上半期と比較しても、プ

ラス６．５％でございます。 

  一方で、令和２年度の上半期の医療費がマイナス５．２％と大きく減少していますが、年

間では１．６％になっている、つまり、これは、令和２年の下半期から医療費は増加に転

じているということが、ここからも推測されます。 

  また、令和２年度以降の東京都の変動幅は、全国平均と比べても明らかに大きいことから

も、医療費の急激な減少と増加は、新型コロナの感染症と相関関係があると推測できます。 

  次のページを御覧ください。 

  こうした医療費の状況を受けて、特別区長会では、新型コロナの影響について独自に調査

を行いました。この１０ページは、その調査結果に基づく分析についての御説明となりま

す。 

  現在、新型コロナウイルス感染症に係る医療費は、公費負担で行われています。しかし、

公費負担医療は、被保険者の自己負担分、大体一般的に３割でございますが、３割相当が

公費で負担され、それ以外の医療費、７割相当は国保や健保など、いわゆる医療保険によ

って負担する仕組みでございます。特別区長会では、特別区全体の被保険者のレセプトか

ら公費負担医療の金額を調べました。調査の詳細は、参考資料の２－８にございますので、

後ほど御確認いただければと思います。 

  さて、ここで、東京都は、納付金算定に用いる医療費の推計の方法として、令和３年の３

月から５月の３か月分の医療費実績を基礎として、令和４年度分を推計しているものでご

ざいます。そして、ここには、新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療が当然含ま

れています。この３か月の公費負担医療費の実績を合計すると、特別区全体で約３８億円

となりました。そして、東京都と同じ方法で１年間にこれを換算すると、令和４年の今回

の保険料の基礎となっている医療費推計に含まれている新型コロナウイルス感染症に係る

公費負担医療費は、概算で約４倍して１５２億円となります。この１５２億円のうち、保

険者が負担するのはその約７割であるとすると、約１０６億円と推計でき、東京都が今回

出している医療費推計には、この金額のコロナ関連医療費が含まれているとしました。 

  さて、ここで１１ページを御覧ください。 

  これらのことから、特別区長会では、特例的な負担抑制策を行うこととしました。考え方
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は次のとおりでございます。 

  新型コロナウイルス感染症の影響と考えられる医療費増を、被保険者の負担として保険料

に転嫁することは避けるべきであり、新型コロナウイルス感染症に係る医療費の保険者負

担分を一般財源から医療分に投入して、保険料の上昇を抑制するというものです。ちなみ

に、新宿区の特例的な一般財源からの投入相当額は、約４．７億円に相当します。この負

担抑制によって、医療分の所得割率は、当初これがない場合は、７．８２％だったんです

が、これが抑制され、あと、均等割保険料も２，４００円抑制されて、４万２，１００円

ということになりました。１人当たり保険料への影響額は、マイナス５，８２１円です。

４．２３％の減額が、この負担抑制によって影響があるというところでございます。 

  次ページを御覧ください。 

  こうした考え方によりまして、こちらの最終的な特別区基準保険料率となったものでござ

います。特別区独自の激変緩和措置として、従来の枠組みの激変緩和措置として、約８２

億円、医療費に新型コロナウイルス感染症の公費負担医療費保険者負担分の約１０６億円

を投入して、合計１８８億円を一般会計から投入して、保険料の上昇幅を抑えているとい

うものでございます。 

  特に、この１０６億円規模の投入額につきましては、原則１年限りで、コロナ関連の経費

であるとして、国民健康保険の被保険者以外の区民の方からも御理解を得られるのではな

いか、また、コロナ禍における被保険者の実情を踏まえた、ぎりぎりの判断であったと考

えています。 

  では、続きまして、この保険料率を新宿区に適用した場合、新宿区の保険者への影響につ

いてどうなるかについて御説明したいと思います。 

  ２ページおめくりいただきまして、１４ページを御覧ください。 

  ここでは、新宿区の１人当たり保険料への影響について示しております。１人当たり保険

料は全被保険者全体の平均であり、全体の傾向を見ることができます。被保険者全体の１

人当たり保険料は、１．５５％の増となります。医療と後期高齢分の伸び率は、前年度は

こちらマイナスでございましたが、プラス２．０１％に転じています。４０歳から６４歳

までの介護保険２号被保険者につきましては、こちらはマイナス０．１５％となります。 

  次のページ、１５ページを御覧くださいませ。 

  またここで、参考資料の１を御用意いただきたいと思います。参考資料の１を１枚おめく

りいただきまして、保険料の試算（全世帯）を、併せて御覧いただければと思います。 
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  こちらの資料は、令和４年の１月１日時点の実際の被保険者の状況を基に試算したもので

す。右上の表に一人当たり保険料等があり、この試算では１，５９９円、１．３７％の増

となります。こちらには、前回ご審議いただいた均等割保険料の未就学児の半額になる措

置ですとか、あるいは、低所得者に対して行われている均等割保険料の軽減措置等も、考

慮に入れた試算となっているものでございます。 

  こちらの所得階層別世帯平均保険料の試算を御覧いただきますと、医療分の均等割保険料

増額の影響で、総所得金額３００万円以下の世帯では年間保険料が増額となっております。

また、所得割率が今回下がっているので、総所得金額が４００万円から７００万円の世帯

を中心に、平均保険料は減額となっているものでございます。一方で、こちら、内訳の表

を御覧いただくと、後期高齢者支援分と介護納付金分は全体的に減額となっております。

こちら、未就学児の均等割保険料の軽減措置ですとか、介護納付金分の均等割保険料が減

額となったこと、また、所得割率が全体的に下がったということによる影響でございます。 

  参考資料はそのままお開きいただいたままで、諮問事項資料を１ページおめくりください。 

  こちらに影響について何点かまとめております。引き続き参考資料の１－１を御覧いただ

きながら、聞いていただければと思います。 

  総所得４３万円以下の世帯の層では、保険料軽減措置等を踏まえた年間保険料平均で８５

０円の増額という試算になります。一番減額となるのが総所得６００万円から７００万円

で、マイナス２，８９６円、大きく増額となるのが総所得９００万円以上で、こちらは限

度額引上げ分である３万円の増となります。 

  こちら、諮問事項資料のほうで、申し訳ございません、現在１６ページに１か所訂正がご

ざいます。ただいま総所得６００から７００万円の世帯でマイナス２，８９６円と申し上

げましたが、資料のこちらの１つ目の丸、３行、マイナス２，７２４円となっております

が、こちらはマイナス２，８９６円の誤りでございました。申し訳ございません、訂正お

願いいたします。 

  さて、恐れ入ります、今御覧いただいています、こちらの参考資料１ですね。行ったり来

たりで申し訳ないんですが、参考資料１を１枚おめくりいただきたいと思います。 

  こちらの参考資料のほうには、被保険者の世帯構成別、総所得金額別のモデルの世帯の資

料を試算したものとなっております。こちら、１枚めくっていただきました資料１－２で、

その見方について御説明しているところでございます。この試算の資料から、保険料改定

の世帯の構成別の影響を確認することができます。全部で、ここから先、１２ケース試算
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しておりますが、この１２ケースで全被保険者の約９７％を占めております。お時間の関

係で、ケースごとの詳細の説明は割愛させていただきます。 

  では、この参考資料をもう一ページめくっていただきまして、参考資料の１－３を御覧く

ださい。 

  こちらは、今回示しています全１２ケースの世帯構成や全体に増える割合などを一覧にで

きる資料でございます。保険料が、令和３年度よりも減額となる世帯の数は、全世帯の 

６．１％、増額となる世帯が、９３．９％となります。昨年は、減額となる世帯が、  

５８．３％であり、全体としては減額傾向でありましたが、令和４年度案では一転して、

大部分の世帯が増額となっているところでございます。ただし、未就学児がいる世帯は、

未就学児の均等割保険料の軽減措置により大幅な保険料減となっております。こちらの試

算のケースで言いますと、ケース９とケース１２が未就学児のいる世帯の試算となります

ので、後ほど御確認いただければと思います。 

  長くなりました。審議事項の御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いい

たします。 

○桑原会長 以上で事務局の説明は終わりました。 

  これから順次質疑に入りますが、皆様から幅広い意見を伺いたいと思います。 

  では、まず、被保険者を代表する委員の皆様、窓側２列の皆様でございます。御質問のあ

る方、御発言をお願いいたします。 

（発言の声なし） 

○桑原会長 よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  次に、保険医・保険薬剤師を代表する委員の皆様、廊下側２列の皆様でございます。御質

問のある方、御発言をお願いいたします。 

（発言の声なし） 

○桑原会長 よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。 

  次に、公益を代表する委員の皆様、真ん中の２列でございます。御質問のある方は御発言

をお願いいたします。 

  よだ委員。 

○よだ委員 ありがとうございます、よだでございます。 
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  私は、今回のコロナ禍でたくさんの区民の方が苦しんでいる中で、このように国民健康保

険の保険料が値上がりするということには、とてもではないけれども賛成できないという

立場から、幾つかお聞かせいただきたいと思います。 

  まず、１つ目に、新宿区の各世帯で収入が上がっているのかどうかとか、そういったこと

は、今、お分かりになる方はいらっしゃいますでしょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 平均所得というところで、国民健康保険で見ますと、賦課限度額の

ことを考慮した数字等にはなってしまうんですけれども、つまり、保険料の算定に用いる

所得という部分での比較数字しか取れていないんですけれども、所得については、全体と

して平均所得は上がっております。特に、特別区全体ではかなり平均所得が上がっており

ますので、コロナ禍の影響で、イメージとしては所得は下がっているんじゃないかという

のはあるんですが、確かに下がっている方はたくさんいらっしゃるんですが、平均値で見

てみると、全体としては上がっているのが現状でございます。 

  今回、そうやって所得が上がっているがために、所得割率が少し下がるという効果も生ん

でいるものでございます。 

○桑原会長 よだ委員。 

○よだ委員 分かりました。ということで、さっき参考資料とかでも見せていただいたように、

所得がある程度高い層の皆さんは下がるけれども、逆進性が出てしまっていて、所得の低

い人たちは保険料が上がるということになっているということが分かりました。ありがと

うございます。 

  次に伺いたいのが、私たち、報道等では、コロナに関する医療費というのは国が面倒を見

てくれているんだというような認識を持っている方が多いと思います。私はそう思ってお

りました。しかし、先ほど説明していただいた形でお聞きすると、３割の自己負担の部分

は国が負担してくれていて、残りの７割の部分というのは、国が負担しているわけではな

かったということかと思いますが、その認識は合っていますでしょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 今、御説明したとおりで、こういった感染法上の取扱いとしては、

自己負担分については公費となりますが、それ以外の医療費については、基本的には通常

の医療と同じ形で賄われるという仕組みになっているものでございます。 

○桑原会長 よだ委員。 
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○よだ委員 ありがとうございます。もしかしたら私だけかもしれないんですけれども、コロ

ナで医療かかったら、国が面倒見てくれているんだなというのが、実態はちょっと違った

ということが分かり、とても残念に思っています。このことは、国民健康保険の在り方そ

のものにもつながっていて、国民健康保険料が年々値上がりしているのは、税金の負担分

をどんどん小さくしていって、最終的には一般財源からの繰入れをゼロにする方向に向か

っているためだということは、学んでまいりました。 

  そこで、私は、そうなると当然国民健康保険料はどんどん上がってしまうので、やはりこ

れは、新宿区を責めているわけではないんです、国の方向性なので新宿区を責めるわけで

はないんですが、２つのことが必要だと思っています。１つは、国に対して、以前のよう

に税金で国民皆保険制度を守るために支援してもらうことが必要だと思っており、世論を

喚起したり、区と共に声を上げていくことが必要だと思っています。 

  もう一つは、やりはそれは国の方向性とはいえ、目の前で、もしかしたら保険料が払えず

に苦しんでいる方がいる、そこに手を差し伸べることはできないだろうかということも、

考えることが必要だと思っています。そのために、せめて今、この状況の中で保険料を上

げるのではなくて、せめて据置きにしていただきたいと思っています。そのためには、例

えば、値上がりをさせないためには、税金でお幾らぐらい必要になるか、新宿区でですけ

れども、もしも計算ができるのであれば、その数字を教えていただければと思います。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 なかなか、様々な要素がありますので、単純には難しいところなん

ですが、今、予算として計算しているところでは、こういった一切法定外繰入金をしない

とすると、つまり、当初予算で組んでいます、当初の今の予算の数値というのが、保険料

を、今回は決まっていませんから、据置きの状態で予算を組んでいることになりますので、

その数字でいうと、大体１９億円ぐらいですね、そのぐらいの金額になります。今回、保

険料率が改定すると、その金額が恐らく若干縮小されるというようなことにはなるんです

が、イメージとしては大体そのぐらい。１９とか２０とか、そのぐらいのお金は完全に、

いわゆる保険料を据え置いた……そうですね、完全に据え置いて、法定外繰入金をゼロに

するとすると、１９億円ぐらい必要になるというような計算になります。 

○桑原会長 よだ委員。 

○よだ委員 すみません。もしかしたら、私の質問の仕方が、悪かったかもしれないんですけ

れども、例えば、均等割りが、３万８，８００円からプラス３，３００円となって、  
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４万２，１００円となります。例えば、この部分が３万８，８００円に据え置かれた、そ

の場合に、どのぐらいの税金での支援が必要かという、そういった聞き方だと。 

○志原医療保険年金課長 少々お待ちください、すみません。 

  分かりました。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 大体、仮に均等割のみを今回据え置いたとした場合ですけれども、

そうすると、様々計算すると、約２億円ぐらいですね。すみません。 

○桑原会長 よだ委員。 

○よだ委員 突然聞いてしまってすみません。計算していただき、ありがとうございます。 

  ２億円、とっても大きい数字だとは思います。ですが、新宿区の貯金ともいうべき財政調

整基金というものがあって、その数字は、たしか令和３年度末で３２３億円ほどになるか

と思います。貯金がちょっとあるんですよね。貯金って、いざというときのためにためて

あると、以前説明していただいたと思います。このコロナ禍というのは、まさにそのいざ

というときだと思いますので、せめてそのプラス２億円とか、大きい数字ではありますが、

一般財源から繰り入れて、少しでも負担を低減していただきたいという思いを伝えさせて

いただきます。 

  それからまた、区民の負担がどんどん大きくなることについてもう一つお聞きしたいのが、

せっかく資料をつけてくださったので、いろいろ見ていたんですけれども、参考資料２の

一番最後のページに、すごく私、老眼なので全然、老眼鏡をかけないと見れなかったんで

すけれども、こちらが、恐らく最終的に国が目指している一般財源からの繰入れをゼロに

すると、どういうふうなパーセンテージになりますよという計算式だと思います。こちら

に当てはめると、例えば、均等割だけで考えたときに、２０００年だと２万６，１００円

だったものが、２０２１年度には３万８，８００円で、今回値上げを、値上げという言い

方が、すみません、失礼かもしれないんですが、すると４万２，１００円ということで、

２０年で１．６倍になるということになると思います。この２０年間というのは日本はデ

フレでどんどん皆さんのお給料が下がっている状態ですので、そんな中で国民健康保険料

の均等割だけが、驚くほどの右肩上がりをしているということになるんですね。これが今、

激変緩和措置という思いやりを計算式に当てはめてくれていて、この４万２，１００円と

か３万８，８００円になっていると思うんですけれども、この参考資料２でつけてくれた

計算式の最終地点でいうと、私たちは一体幾ら均等割を求められることになるのかという
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のを、もし分かれば教えていただきたいです。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 まず、こちらでついています、東京都が示しています基準保険料率

というのは、今、現状見ていただいても分かりますが、現状の保険料とかなり乖離したも

のでありまして、これは、もしも、先ほど言いました、例えば１９億円という数字申し上

げましたけれども、その数字を全部なくすためには、イメージとしては、どれだけ保険料

として集めないといけないかというところを参考で示しているもので、都としてもそうい

った試算は出していますが、このとおりにしている自治体は恐らく、現状もないところで

すし、実際この数字というのは、いわゆる収入未済分ですね、つまり、皆さん、１００％

の今、収納率ってないですので、その分も含めて、払ってくれる方たちから回収するとし

たらというところも含めての数字ではございますが、現状の医療費水準でここまで上がる

のかというと、そこまではではないという認識は持っています。 

  ただ、保険料がどれだけこれ以上上がるかというのは、先ほど議論の中で、この法定外繰

入金、一般会計からの繰入金を激変緩和で徐々に減らしているから保険料が上がっている

のではなく、医療費分がどんどん上がっているので、それに合わせるために保険料が上が

っていく、その上がり方を少しでも抑えるために、一般会計から投入しながら、激変にな

らないようにやっているということでございますので、今後どこまで上がっていくかとい

うのは、医療費がどこまで上がっていくかになりますので、恐らくこれ以上に、もしもこ

れが今必要なものだとしたら、この水準ももっともっと、このままでいったら上がってい

ってしまうというのが、現状だと思います。 

  御質問の、仮にちょっと当てはめたらということなんですが、非常に計算が複雑なので、

予算とかそういうことと連動させてやるのがとても難しいんですけれども、先ほど示して

います参考資料１－１で、全世帯の実際のところに当てはめたシミュレーションがありま

すが、これに、仮に標準保険料率を当てはめてみた場合の数字というのがありまして、そ

うすると、１人当たり保険料は１４万５２０円というような形になります。ちょっと出方

としては、１人当たり保険料という出し方しかできないんですけれども、かなり、現状と

比べて１２０％増というような、そのぐらいの数値にはなるという試算にはなります。 

  ただ、あくまでも架空のもので、実際にここまでいくのかというと、それまでには様々な

ことが行われるという、ある意味楽観的かもしれませんが、さすがにそれというのは、ち

ょっと現状からかなり乖離した状況だと思いますので、そうならないように、区としても
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医療費の削減にも取り組んでいますし、様々な仕組みの検討ですとか、あと、今後東京都

のほうにも基金もつくってならしていく仕組みですとか、そういうことの検討なんかも進

めている中で、安定的に国民健康保険が今後も継続できるように、我々としても頑張って

いますし、国としても恐らく、そこまで医療費が上がるんであれば、何らかの対策、また、

さらなる、やっぱり公費の投入がないと難しいと思います。あと、今、社会保険等の加入

条件も緩和するなどして、なるべく多くの方が、いわゆる企業の保険等に入れるようにと

いうような改革もなされているところですので、そういった総合的な改革の中で、今おっ

しゃられたような未来にならないように、我々としては努力しているところだというとこ

ろでございます。 

○桑原会長 よだ委員。 

○よだ委員 ありがとうございます。区が努力してくれたり、いろいろな会議の場で一生懸命

主張してくださっているというのは伝わっております。ありがとうございます。 

  ちょっと、先ほどの１４万５２０円というところで、私はすごく驚いてしまったんですけ

れども、もう一回確認なんですけれども、この１４万５２０円というのは、あくまでも仮

の計算とはいえ、均等割の部分のお話ですか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 申し訳ありません。これは、１人当たり保険料です。計算としては、

人それぞれ上がる、下がるがあるものですので、均等割だけを捉えても、均等割以外にも

所得割もあって、その影響も大きい方もたくさんいらっしゃいますので、均等割保険料だ

けが影響するという方たちというのは、いわゆる非課税の方たちですね、イメージとして

は。総所得として４３万円以下の方たちが均等割のみになりますが、ただ、制度としては、

そういった方は減免措置がございますので、所得に応じて７割減の方、５割減の方、２割

減の方という、そういった制度もございまして、そのとおりの均等割が全て課されている

というわけでもありませんので、なかなかちょっと計算が難しくて、出し方としては、全

体の平均の保険料の動きとして御説明したところでございます。 

○桑原会長 よだ委員。 

○よだ委員 分かりました。詳しくありがとうございます。突然お聞きして、誠実にお答えい

ただきまして、ありがとうございます。長くなってはいけないので、最後に意見だけちょ

っと伝えさせていただけたらと思います。 

  私は、国民健康保険料に一般会計から税金を入れるということに対して、社会保険料の方
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は会社でも払っているんだから、二重払いで不公平じゃないかという意見があるというこ

とも承知しています。ですが、国民健康保険というのは、今回この資料にもあるように、

国民健康保険から社会保険に移った、会社員になれた方たちが、今回コロナ禍でたくさん

の企業が倒産していたり、シフトの出勤を減らされたりした関係で、たくさんの方が国民

健康保険に戻ってきているということが分かりました。やはり国民健康保険というのは、

社会保険に加入している方の、そこからはじかれたときの受皿になっている、とても大切

なものだと思います。だからこそ、一般会計からの繰入れは、決して不公平ということで

はなくて、一人でも多くの国民、区民を救うために必要な経費、必要な税金だと思ってい

ます。ですので、ぜひ一般会計からの繰入れ認めていただけるようにと、強い希望を持っ

ています。 

  また、そうすると、確かに新宿区の財政としては大変だということも分かるので、そこは

やはり、この国民皆保険制度を維持していくために、発展させていくために、国がしっか

りと税金で財政措置を取ることが求められているということを、世論を喚起していけるよ

うな行動を、区と共に取っていきたいと思っています。 

  以上で、私は今回の値上げについては反対とさせていただきたいと思います。 

  お時間、誠にありがとうございました。 

○桑原会長 ほかに御質問のある方。 

  渡辺委員。 

○渡辺委員 渡辺みちたかです。 

  今、よだ委員から値上げに反対だと、せめて据置きにしてほしいという御発言あったと思

うんですが、私はちょっと、公平性の部分でお話をお聞きしたいなと思っております。 

  その前に、ちょっと今回、説明が難しかった部分がありまして、私はこういう理解ですと

いうところからちょっとお話をしたいんですが、医療費のことなんですけれども、昨年度、

令和２年は医療費全体が１．６％ぐらい下がったと、コロナ控えで医療費自体が下がりま

したと。それで今年度、コロナですけれども、その反動、より戻しみたいなのがあって、

かなり伸びていると、去年余った部分のお金も、全部今年度使っちゃいましたと、来年度

さらに伸びるみたいだけれども、どうするのみたいな、そういう話だと思っています。 

  それで、前回のこの運協のときに出てきた数字が、保険料、このままだと９．４％ぐらい

伸ばさなきゃいけませんという話で、今回どうしましょうという中で出てきたのが、もう

一回、都のほうで試算をし直して、今度２３区で、その上で１０６億円の予算を組んで、
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２３区分担して１０６億円を投下して、保険料を少し下げましょうという、そういう話だ

ったと思いますが、そういう理解で正しいとまではいかない、ざっくりしている話なので、

こういう理解でおおむね間違いないかという点と、あと、その１０６億円が、新宿の割当

てというのは大体どれぐらいになるのかというのを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 大筋としては、そういうことでございます。実際、ある意味、令和

３年度、保険料若干下がったんですけれども、やはりそこって、医療費の推定がちょっと

小さく、少し小さくなっていたというのもあって下がったんですが、一挙に上げ幅が大き

くなっていったのは、３年度の今の保険料が、ちょっと下げ過ぎたというのも影響ではあ

ります。つまり、その反動ということも踏まえて、今非常に上がっていて、実際令和２年

分の医療費が下がっていますから、東京都にも剰余金というのはあったんですが、現状聞

いたところですと、３年度が完全に大赤字になってしまっていて、つまり、各区から集め

た納付金では賄い切れないという状況になっていて、その分も全部投入するという事態に

はなっているというところで、ただいまの認識のとおりです。 

  都としても、これだけ医療費が上がっているので、本来は恐らく最初の仮算定で出したぐ

らいないと、来年本当にちょっと危険性があるぐらいの認識を持っていて出しているんだ

と思うんですが、さすがにあまりにも反発が大きかったというのもありますし、恐らくあ

る程度リスクを覚悟して、ちょっと推計値を下げましょうということで、危険率を小さく

見た結果として、下がってきたのかなというふうに思います。あくまで医療費の推計です

ので、今後コロナの状況がまだどうなるか分かっていないところですから、どうなるか分

からないところでの予測をして、計算しているというところでございます。 

  あともう一点のほうが、１０６億が、新宿区ですね。大体比率的に計算すると、４．７億

相当になります。ちなみに、昨年度ですと、１％据置きというのもやりました。あれで、

大体１．２億円相当ぐらいですから、昨年度と比べてもかなり大幅な、いわゆる法定外繰

入れの増額ということで、まさに本来、法的にはそういうことってやらないでくださいと

国からも言われているところを、やはり特別区としても保険料を上げないために、まさに

一般会計から投入して、その辺りを、一番最前線ですので、何とかかなり異常事態に対し

てできる限りのぎりぎりのところということで、投入したものです。 

  また、一方で、特別区全体で議論してやっていますので、特別区全体として合意のできた

数字というのが、１０６億であるというところでございます。 
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○桑原会長 渡辺委員。 

○渡辺委員 新宿区の負担分が４．７億円ということで、今回、この保険料率、値上げをした

ということですけれども、これ、かなり、新宿区も頑張らなきゃいけないんじゃないかと

いうふうに思っていまして、というのも、私、来週から始まる予算委員会のメンバーなん

ですけれども、当初予算では、多分仮算定での法定外の繰入れというのが出ていると思う

んですけれども、これ、１９．４億円なんです。１９億４，０００万円というのは、今年

度の法定外の繰入れ、これは、要するに一般の納税者からのお金を、どれだけ国民健康保

険に入れるかというお金だと思うんですけれども、それは６億円ぐらいだったと記憶して

いるんですね。今年度は６億円だった繰入れが、来年度１９億４０００万というのは、こ

れ、３倍になるわけ、３倍超ですよね。そうすると、今回、保険料の負担が何％上がりま

すよと。一方で、今度法定外の繰入れというのは、これ、３００％以上上がるわけですよ。

ですので、先ほど冒頭申し上げました公平性の観点という話になると、これは、納税者、

納税者というか新宿区民、皆保険ですから、いろんな健康保険入っていらっしゃいますと。

中には、国民健康保険には入っていなくて、別の健康保険に入っていらっしゃる方ももち

ろんいる。そういった方が、税金を通じて、自分が入っている健康保険以外のために、こ

れは法定内の繰入れじゃなくて、プラスアルファで法定外のところも、今度３００％以上

の負担をしなければならないという決定を、これからするんだと思うんです。ですので、

公平性の部分で見ても、結構、今回新宿区頑張る予算をつくるんじゃないかなというふう

に思っています。 

  それで、ちょっと、お聞きしたいのは、その区の裁量についてなんですけれども、今回、

２３区からの割当てがあった１０６億円、４．７億円、４億７，０００万円を含めて、法

定外から繰入れをするわけですけれども、これも２３区、東京都、なんでしょう、都は大

体の割合を決めて、それで、２３区で今度話し合って、一律でこういう負担をしましょう

というふうに取決めをした上で、区がどれぐらいの保険料にするかというのを決めると思

うんですけれども、これ、区の裁量というのは一体どれぐらいあるものなんでしょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 なかなか難しい御質問なんですけれども、基本的に国民健康保険と

いうのは、医療費総額が示されて、それに相当する金額を、今の仕組みですと、東京都に

納めてくださいって、もうほぼこれは決まった数字が示されて、その金額を保険料として

集めなくてはいけないということで、本来はそこでもう、機械的にある程度出てくると。
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あと、一方で、先ほども議論ありました均等割と所得割の求め方についても、これも地方

税法で、全国５０対５０、基本５０対５０、半々で取りましょうという、今法律になって

いまして、ただ、さすがに所得の実態は各地全国でも違うので、その辺りは少し融通して

もいいですよということで、特別区の全体の状況を見ると５８対４２という数字が出てき

まして、それになるように本来納めなきゃいけないものを割って、それを、均等割であれ

ば被保険者数で割って、それ以外は所得の状況で率を定めていくということで、皆さん、

ある意味平等に、同じ考え方で皆さんから保険料を取るという仕組みということで、基本

的にほとんど決まっているので、もしも法定外の繰入金というものを区が一切入れないん

だとすると、何も、ある意味裁量の余地もなく、機械的にその分を条例化してやっていく

というのが、そういう仕組みが今の現状の国民健康保険です。 

  ただ、現状はそこに対して、裁量としては、まさに法定外繰入金をどれだけ投入してもい

いのかということを、恐らく広く御承認いただいて、昨年度、ずっとここまで縮減してき

たところが、今回また一挙に戻るというような見通しに今、なっているんですけれども、

そこをどこまで投入してもいいかというのが、区にある裁量といいますか、できればこれ

がゼロのほうがいいですけれども、そうしてしまうと、あまりにも被保険者の負担が大き

いし、あと、一方で、先ほども議論ありましたが、いずれ皆さん、国保というのは何らか

の形で関わるというところが、まさに今、被保険者じゃない方たちの理解も得られるとい

うところで、これだけの額であれば御理解得られるんじゃないかというところを、どう決

めていくかというのが、今区にある裁量なんじゃないかなと、私は考えているところでご

ざいます。 

○桑原会長 渡辺委員。 

○渡辺委員 今、区の裁量についてお話しいただきました。 

  一方で、２３区で統一的な基準というか、統一を、この割合でいきましょうというのを決

めた上で、今日、この場に案が出てきているものだと、私は理解しております。 

  それで、先ほどよだ委員から、国が責任を持って国民皆保険制度を維持していくべきだと

いう旨の発言ありましたが、私も全く同じだと思っています。やはり国のほうで責任を持

って運営というか、制度設計等々をしていくべきだと思います。 

  それで今、手元に、昨日の都政新報のニュースを持ってきました。この中で、区長会で都

と国に緊急要望をしましたという記事なんですけれども、国に対してどういう要望をした

か、ちょっと分かりますか。もし分かれば、御紹介をぜひいただきたいんですが。 
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○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 多分、先ほど御説明した、１２月に行った要望なんじゃないかと思

います。先ほど御説明したとおりで、とにかく今回の医療費の増分は、やはり通常じゃな

いと、恐らくコロナの関係の影響が大きいので、それを保険者に転嫁することは適切じゃ

ないので、いつものルールじゃない特別な財政措置を、都なり国なり、それぞれに要望し

ていますが、東京都にも何とかしてほしい、国にも何とかしてほしいというところを、緊

急に要望するという、そういう内容のものでございます。 

○渡辺委員 ありがとうございました。 

○桑原会長 よろしいですか。 

  ほかに御質問のある方。 

  近藤委員。 

○近藤委員 近藤です。私からも何点か伺いたいというふうに思います。 

  それで、先ほど渡辺委員が御紹介した都政新報の別の面では、２面なんですけれども、今

回、広域化がされまして、制度改正後最大の値上げ幅だというふうに紹介をしています。

こういった状況になっているという点では、やはり区民生活との関係で、保険料というの

は考慮するべきだというふうに思うんです。そういったことも踏まえて、緊急要望をなさ

れたというふうには思っているんですが、この資料の８ページのところでも、現時点で厚

生労働省及び東京都から、緊急要望を踏まえた特例的対応はないということが書かれてい

ます。対応はないということだけではなく、返事含めて、何らかのアクションが返ってき

ている状況にあるのかどうか、まず、そこの点について伺いたいと思いますし、この点に

ついて、区長としてはどのような見解をお持ちなのか、ここは区長会が最終的にはお決め

になっているということもありますので、その点について伺いたいというふうに思います。 

○桑原会長 区長。 

○吉住区長 私どもの区長会のほうで、厚生労働省、それから東京都へと要望させていただき

ました。その場で、まず、厚生労働省のほうから言われましたのは、４７都道府県のうち、

そのような申出をしている地区というのは、４６道府県ではありませんと、東京問題です

というような趣旨の回答が、その場で出てきています。東京都のほうも、コロナによって

異常に医療費が増えているという徴候は見られないというふうに回答をいただいています。 

  ただ、その後、私どもも粘って、また繰り返し話をしていましたので、その中で今回、医

療費の少し上がっているところについて、特に第３波、第４波の入り口の時期、その辺り
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のところを少し計算して、東京都のほうも医療費の負担分ですとか、その辺を少し見てく

れたかなとは思っています。その辺を見て、下げるためのですね。あと、東京都のほうは、

もともと剰余金をキープしておいて、それをいざというときに縮減するためにということ

で、今回全額投入しているというような状況になっています。 

  そういったような対応はあるんですが、それでもまだ高いというところで、２３区の区長

会としては、どういうふうな知恵を出して、そして、多くの区民の皆さんの御納得が得ら

れるかという中で、じゃ、東京都とも協議をしながら、いわゆるロードマップといいまし

て、何年間で健全化するかという、これまでやってきたんですが、昨年、それちょっと据

置きをして、さらに、今年もう一回据置きをするんだということで、据置きをすると何が

発生するかというと、将来の負担がまた伸びていくということになってまいります。 

  そういったような状況の中で、国や都、東京都は毎月、区長会の総会に説明に来ますので、

その席で必ず多くの意見が出てまいる、私も発言していますけれども、そのような中で、

現在のような形がやっとできてきたというような状況になっています。 

○近藤委員 返事はないということでよろしいですか。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 経過については分かりました。 

  それで、やはり東京のコロナ感染の状況というのは、他の都道府県に比べても非常に高い

というふうに思いますし、その中で、新宿区というのは取り分け、感染率というか人口当

たりでいっても高い部分があるかなというふうに思っています。 

  今回ここで、公費で出されているところが紹介されましたが、例えば、私も濃厚接触者に

なって病院に行きました。それで、診察受けたりしましたけれども、そのときに、窓口で

初診料だとか診察料だとか、薬が必要であれば処方箋料、薬代と、全部３割でかかりまし

た。多分、かからなかったのはＰＣＲの分だけというふうになると思うんですけれども、

今回ここで示されているのは、言わば公費で３割、本人負担分を賄った部分の影響額につ

いては算定されているんだと思うんですが、その周りにある医療費の分というのは、もっ

と大きなものがあるのかなというふうに思うのですが、その点については、ここはどのぐ

らいの影響が全体としてある。やっぱり町場の中でいきますと、コロナが怖くて、治療し

たいんだけれども、やっぱり我慢するという傾向が、よっぽどのことがない限り多くの方

がしている感じがするんですよね。ですから、やはり必要で、コロナとかコロナ疑いだと

いう方たちの診察が増えていますし、今年の１月、２月も爆発的に増えているという状況
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が見受けられていて、今年度限りの対応だという点では、果たして大丈夫なのかなという

点も気になるところなんですが、そこら辺についての議論は行われたのかどうか、伺いま

す。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 御指摘のとおり、今回、特別区として算定できたのは、明らかにレ

セプト上でコロナという名前の出ているものというのが、法２８という新たに今回作られ

たレセプトのコードなんですけれども、そこのものだけをカウントする、これは確実にコ

ロナと言える。ただ、それ以外のものも、周辺のものというのは何とも分からないですし、

結局現状解析もできないですし、多分増えたものもあるし、減ったものもある中で、様々

な要素が絡んでいて、コロナの関連だとしても、その方のそもそもの持病だった部分との

関連で、非常に恐らく、私も現場もその辺の難しいところは分からないんですけれども、

プラマイがある話だと思います。 

  あと、今あったように、やはり、いわゆる受診控えとして、通常でしたらかかっていたも

のを、行かないもあるかもしれないし、ただ一方では、今ちょっと熱が出るだけでも、通

常は、前は行かなかったけれども、今は病院に行きますよね。それで、全然コロナでなか

ったというのもあるわけで、そういう様々な要素で確かに上がっているとは言えるんです

が、その中で、正確にコロナの影響が幾らだったかみたいなことが、ちょっとなかなか難

しい。ここは、特別区の区長会の議論、部会とかをつくって、どうやって実際正確に算定

したらいいかってかなり議論しましたが、難しくてできないと。恐らく後になって、かな

り、誰かしっかりとした研究機関で分析でもしないと、この結果って分かんないんだろう

なというところだと思います。 

  その結果、明らかに分かるもの、ここは絶対的に皆さんにも理解いただけるというのが、

コロナと名前のついているレセプトですので、そこを合算して、それはかなり、今回特別

に投入しても広く理解が得られるだろうと、多くの方が、仕方がないよねと言ってくれる

んじゃないかということで、結論として、最終的には、各区長皆さんで決定したんですが、

我々としては、そういう案を挙げさせていただいたというところでございました。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 分かりました。なかなか算定は難しいという状況ではあると思いますが、やはり

受診控えがある中で、これだけ量が増えているという点で言うと、コロナ関連等の受診が

増えているなというふうに思います。 
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  それで、やはり医療費が増大したら、その分、そっくり保険料に跳ね返ってくるという、

この仕組みがある以上、本当にコロナ禍で、コロナ災害という中で、区民生活が厳しくな

っている方もたくさんいらっしゃいますというところで、先ほどもありましたけれども、

社会保険入っていた方が国保に入って、一定の減額はあるでしょうけれども、落ち着いた

ら一般の料金が取られていくという中で、本当に国保料の高さに驚くというふうに思いま

す。ですから、こういった医療費が上がればその分上がる、医療費が下がらなければ、変

な話ですけれども、保険料は下がらないということを言われているに等しいことだという

点で言いますと、これは、国民が安心して医療にかかれる制度ではないというふうに思わ

ざるを得ない。これをどうするかといった場合、やっぱりこれは公的に支えるということ

が、社会保障としての役割だというふうに思います。税金の使い方の問題だということだ

と思うんですが、この点で、やはり国や東京都に再度求めるべきだというふうに思うんで

すが、そこは繰り返し行われると、要望は東京問題だということで引き下がるということ

なのか、引き続き、全国的にも同じようなことが起こる可能性も十分あるわけですから、

やはり全国の問題としても、一定公的にこういった感染症の問題については、税金も使っ

て対応するということを引き続き求める必要があると思うんですが、この点はいかがでし

ょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 これまでも、基本的に今の、我々現場からすると、国民健康保険に

対する、やはり国費なりの投入額は少な過ぎるという認識を基本的には持っています。も

っと投入してくれないと、本当に、毎回こういった御議論になってしまうような今、現状

が現場にはあるというのは事実だと、私も認識しています。その分については毎年毎年、

要望としてはさらなる財政的な負担、あと、さらに均等割の軽減策ですとか、特にお子さ

んのいる方の低減というのは、区長会としてもずっと求めてきたことですし、やっと今回、

前回お話ししましたが、国のほうでも動いて半額になった矢先に、またこういったことに

なっていて、せっかく今回は半額になるわけでぐっと下がりますから、少しいい感じにな

るかなと思っていたのが、ちょっと今、こういう状態になっているというところでござい

ます。 

  基本的に、恐らく委員がおっしゃっていることも、事務局、我々新宿区としても考えは一

緒で、ある意味高いわけで、そこに対してやはり何らかの支援を入れないと、説明のでき

ない状態になっているので、新宿区としても今、かなり巨額なお金も入れているところで
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す。ただ、そこをどこまでできるのかという、ちょっと御議論なのかなというところでご

ざいます。現状でも、かなりこうやって皆さんの御承認をいただいた上で、そういったい

わゆる法定外繰入れという形で、国保料を下げることを、特別区全体として取り組んでい

る中ですので、それをどこまでやるかという御議論なのかなというところで思っています。

我々としては、バランスの取れた、２３区全体で合意できる内容として、来年度について

この規模の投入なのかなというふうに考えているところでございます。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 分かりました。その気持ちは、かなり一緒だという部分はあるのかというふうに

思うんですが、実態としては、過去、制度改正後最大の値上げ幅というふうになっている

以上、やっぱりここは踏ん張る、本来はこういう事態にならないように踏ん張る必要があ

ったというふうに思います。 

  それで、２３区の中でも、中野区だとか江戸川区も、今回は特例の医療基礎分について法

定外繰入金を入れて調整をする、下げるということをやっているということですから、新

宿区自身の裁量は当然同じようにあるんだというふうに思うんです。それで、新宿区は、

２３区の中で頑張ったというところは分かりましたが、新宿区独自のやはり対策として、

もう一踏ん張り対策を打つという必要があったというふうに思うんですが、区長はその点

は、そこまでは必要ないということだったのかどうか、見解をお聞かせいただきたいとい

うふうに思います。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 ここも大原則のところでございますが、基本的に、統一保険料とい

うのは２３区はずっと、多摩地区の市区町村ではできていないことですが、統一保険料と

いうことで、やはり自治体を引っ越すたびに保険料が変わるというのもおかしなことです

し、そこは特別区として一体的な取組としてずっと続けてきたものでございます。 

  今、３区がそこから外れている現状はあるんですけれども、様々事情もある中で、ただ、

実際、今回の基準保険料率の決定というのは一緒に議論していまして、そこを踏まえて、

それぞれの状況で、例えば、千代田区さんなんかですと、所得が高いものですから、その

とおりにやってしまうと、変な話、黒字になっちゃうんですね。だから下げているという

ところもあったり、それは、さすがに国保でもうけてしまってもというのがあるので、下

がっているという事情もあったり。ただ、千代田区さんなんかも一緒に議論して、原則と

してのベースが決まって、そこの上で、そういった必要な調整を各区の裁量でやっている。
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新宿区としては、現状その範囲の中で十分できていますし、そこから離脱してやるという

状況ではないかなというところでございます。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 ２３区の経過からして、統一保険利用方式は優れていた時代はあったと思うんで

すけれども、今でもそういった、今回のような議論ができたという点では、成果があった

というふうに思うんですけれども、制度的な効果があったと思うんですけれども、やはり

新宿区は、例えば、国民健康保険に加入している世帯の構成が、千代田区さんとは大分違

って、所得階層が極めて低い方たちが多くいらっしゃると。そういった階層の方がいると

いうことを踏まえるならば、やはりそこの状況をきちんと踏まえた対策にする、高過ぎる

国保料は、やはりせめて据置きをするということは、当然必要だったのではないかという

ふうに思うので、あえて申し上げたんですが、そこの検討がなかったのかという点だけ、

イエスかノーかというか、再度お聞かせいただきたいと思います。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 当然、２３区の中での事務レベルの議論で様々な議論がありました。

今のコロナの状況をどう見極めるか、ただ一方で、所得はかなり上がっているんですね。

つまり、そういう方も保険料を下げると一緒に下がるということ、果たして公平なのかと

いうのもありますし、またそこで、均等割だけ下げるということは、大原則のルールを結

局変えることになりますので、あまりに、そうすると、今後何を基準として均等割や所得

割の比率、そこの議論が非常に大変なことになってくるところもあって、なかなか踏み込

めるところではないというのもありました。 

  そういう意味では、この均等割と所得割の負担率等についての変更も、かなり議論もあり

ましたが、やはりそこはできない、ここは原則のとおりでいくしかないということで、均

等割だけを下げるということは、できなかったというのが、今回の最終的なところでござ

います。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 下げるというよりも、私たちは、せめて上げないでほしかったと。今回、 

３，３００円、医療分だけで上がるわけですよね。ですから、そこを上げないで、現状維

持、せめてしていただければ違ったというふうに申し上げました。 

  それで、所得が上がったというふうにおっしゃっているんですが、いただいている資料、

参考資料の１－７のところでも、要するに、全体の世帯構成が見えるところの資料をいた
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だいていますが、４３万円以下、総所得金額、いわゆる旧ただし書き所得になりますとゼ

ロの世帯だというふうに思うんですけれども、そこが、国保加入世帯の５０．４％、新宿

区の国保に入っている方の半分以上の世帯は、要するに、旧ただし書所得はゼロだという

世帯なわけですよね。さらに、その２つ上の階層を見ても、合わせて３０％近くいるとい

うことからすると、一部の世帯は高額になっているかもしれませんが、やっぱり低い世帯

が多くいらっしゃるというふうに思います。やはり、そこを反映するべきだったと思いま

す。 

  あわせて、この資料を見ますと、就学前のお子さんがいらっしゃる、先ほど、課長も説明

ありましたが、ケース９でしたっけ、未就学のお子さんがいらっしゃる世帯の保険料の試

算でいいますと、ほぼ高額の方以外は保険料が引き下がると、今年度よりも下がるという

ふうなシミュレーションになっているという点で、いかにこの均等割が下がることが、保

険料に大きな影響を与えるかというふうに思うんですが、例えば、もう一つ方法として、

１８歳以下のお子さんの均等割を半額にすると、未就学だけじゃなくて、区として独自に

するというふうになれば、かなりお子さんのいらっしゃる世帯は助かるというふうに思う

んですが、そういった判断もなされなかったんでしょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 そういったこと、先ほど申し上げましたように、要望としては、そ

ういうふうな形で国保の制度そのものをそういうふうにしてほしいと、その分についての

必要な費用、結局その分、もしも今の現状のままでそこを下げたら、そのほかの方に負担

を求めるというのが、今の仕組みですので、それでは元も子もありませんので、そこは外

から、いわゆる国なり都なり、あるいはちゃんとしたルールに基づいて、一般会計からそ

の分を補助して入ってくるという仕組みを、制度としてそういう仕組みにしていくべきで

あるというふうに考えていますので、新宿区だけで独自にそのことをやるという、そうい

った形の、これは仕組みではありませんので、全国一律のものですので、そこの部分につ

いては、お金の大小とかの問題じゃなく、国なりの仕組みとしてやはり実現することを、

我々としては求めていきたい。各自治体でどんどん進んでしまうと、結局国はやらなくな

ってしまいますので、そこについては、今後も引き続き、声を大きく要望していきたいと

考えているところでございます。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 いや、そんなことはないと思うんですね。幾つかの自治体が、やはりそうやって
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先駆けて、そこにいる世帯の支援ということをやっていくことで、全国、また国の制度と

して広がっていくということが、今、この間、私たちが見ている子供の医療費の問題とか

の面でも、そういったことが実際に行われていますから、ぜひそこは、区としてやるべき

だというふうに思っているので、申し上げました。 

  それで、先ほど来、税金が二重払いだ等含めて、税金の使い方の話が繰り返し行われてい

るんですけれども、税金というのは、万人に同じように還元されるという仕組みはないと

思うんです。例えば、再開発っていう一事業の中に、３０億、５０億、１００億というお

金を投入する。これ、区民全員の影響があるものなのか、そうじゃないと思うんですね。

あと、保育園だとか学校だとか、そういったものも、それぞれの必要な事業に対して、こ

れは公的に必要だと、行政の仕事だということで使っているわけで、今回も全ての人が必

ず、どこかの時点で国保には入ります。社会保険に入っていても、離脱すれば、また年金

暮らしになればというところで、何％かいらっしゃるかもしれませんが、基本的には国保

に入ると思うんです。ですから、そういったときに、こんな制度だったのかというふうに

ならないように、やはり制度設計をするということが求められている、そのために必要な

税金は投入するということが当たり前だというふうに思います。その点の税金の使い方で

すね。なぜ不公平だということを繰り返されるのかというのは、甚だ、これは区長が一般

会計、特別会計含めて予算を立てます。そのときに、ここは区民全員が使わないから、不

公平だからやめよう、こういった判断されないと思うんですけれども、まさに政治判断、

優先的な必要度を加味して、予算というのはつけられると思うんですが、区長、そういう

考えでよろしいですよね。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 まさにそういうところがあるので、現状でも恐らく、かなり介護保

険なんかと比べても、当然かなり巨額の税金を国保のために現状でも投入しているところ

ですし、例年にも増して、来年度はもっともっとという、なかなか本当に皆さんの御理解

得られるかというところぐらいの金額を一挙に投入するというのが、来年の状況でござい

ます。考え方は同じで、やはり国保にこういう一般会計から投入するということは、御理

解は得られているというところで、我々としてもそういった御提案をさせていただいてい

るというところでございます。 

○桑原会長 近藤委員。 

○近藤委員 私は、約９万人の方が加入している国保ですから、２０億、３０億、仮に法定外
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繰入金を出したとしても、それは、有効な使い方だというふうに思います。そのお金が、

捻出できない区の今の状況なのかというふうに申し上げると、法人住民税も２３区全体で

１，０００億を超える想定外のお金が入ってきて、新宿区、５２億円の今回補正予算を財

政調整基金で積んでいます。それ以外にも、基金全体は、昨年度の確定した数字で言いま

すと、年度末では６０７億円の基金がある。一定取り崩していますけれども、バブルのと

きと匹敵する、私は今年度の決算をしたら、余力が新宿区にあるというふうに思います。

そういった状況を見るならば、今使うべきは、このコロナ災害で生活自身が困っていると

いうときに、値上げではなくて、せめて据置き、そこをもう一歩やるべきだというふうに

思います。 

  最後に、この１．２倍とか、先ほど東京都の標準保険料率、この金額が非常に高いという

話があって、これが今の１．２倍ぐらい、ここまではなかなかいかないだろうというお話

されましたが、既に新宿区の保険料は、この１６年ぐらいで１．６倍に平均でも上がって

います。それが、さらにロードマップ上、上がっていく、医療費が上がればさらに上がる、

こういう、本当に大変不安を覚えるような状況が引き続き続く、どこまでも続くというこ

とがあるとなると、これは大変なことだというふうに思います。１０年前、２０年前に比

べても、１人当たりの、１世帯当たりの保険料も上がっていますので、やっぱりそこを見

た上での判断を、私はするべきだというふうに思います。 

  以上ですが、この議案については賛成できませんということを表明いたします。 

○桑原会長 ほかに御質問のある方。 

  大山委員、どうぞ。 

○大山委員 大分意見出ておりましたので、重ならないようにしますけれども、区がこの間も

値上げをなるべく抑えようということで努力されていることは、とても重要だと思ってい

ます。そして、先ほどから御答弁あるように、国が責任を持つ、そして東京都も責任を持

つということも表明されているということでは、ぜひそれを貫いていただきたいというこ

とです。 

  都民の暮らし、どうなっているかっていうことなんですけれども、コロナ禍で本当に大変

なことになっているというのが実感です。例えば、都庁前では、毎週土曜日に医療、食糧

支援だとか、様々な相談やっていますけれども、コロナ前は１００人ぐらいの方々だった

んですが、最近は、女性だとか若者、それから子供連れ、そして、この間は、お母さんは

仕事で来られないから、行ってきてねと言われて子供だけで来ていたということも含めて、
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本当に毎回５００人前後の人が並んでいるという状況になっています。今日も大勢の方が

並んでいました。貧困の底が抜けたような感じだと言われているんです。 

  その一方で、さっきからも税収のことありますけれども、ＩＴ企業だとか大手製造業など

は業績好調で、新年度の予算の法人二税、これが、都税収入は今年度比で５，８５８億円、

１１．６％も増えているんです。驚くことに過去最高、史上最高という状況です。先ほど

平均収入は上がっているとおっしゃっていましたけれども、貧しい者はさらに貧しく、富

める者はさらに豊かになるという、今の東京と日本の格差と貧困拡大の実態が浮き彫りに

なっているんじゃないかと。だからこそ、やっぱり社会保障である国民健康保険がしっか

りと力を発揮して、区民の医療を保障して、命と健康を守れる立場に立ち切るということ

が、社会保障なんだということの位置づけが、きちんとされることが重要だと思っていま

す。 

  今、税金の使い方が問われているんだという話が、何人かからも出ましたけれども、やは

り先ほど、均等割据え置くには、約２億円なんだって御答弁がありましたけれども、法人

二税、今年度も増えているし、来年度の予測も増えている、そうすると、都区財政調整も

配分が多くなるということですよね。ですから、本当に今、税金がどう使われるのかとい

うことが問われているわけですので、もちろん国と東京都の責任大きいです。同時に、区

も頑張っていただければと思っています。 

  特別区長会、市長会、町村会、先ほどから出ている東京都に対して緊急要望を提出したと

いうことは、これは重要だと思っています。返事が全然なかったんだというのが、本当に

情けないと思うんですけれども、代表質問のことで都とやり取りをしていたときに、あれ

は仮算定のときの話ですからとかと言っているんですよ。これもひどい話で。だから、本

当にその後、本算定のときの２月の東京都の国保委員会でも、被保険者の代表の方々から

も、年金は下がるし、税金は上がるし、被保険者としては非常に困るとか、値上げについ

ては非常に憤っているとか、そういう発言があったんですね。ですから、その後、区長会

だとかで正式にもう一回アクションを起こすとかということはなかったんですか。区長会

に東京都が来たときは言っていますっておっしゃっていましたけれども、きちんと要望書

を出すとかということは、なされなかったんでしょうか。 

○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 基本的に、今回、仮算定で下がっているんですけれども、下がった

理由というのは、計算の仕方を変えたということでありまして、結局根本的なものって何
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も変わっていませんので、そいう意味では、最初に１２月の末に出したものが、そのとお

りまだ要望中というところで、引き続き、あれどうなっているんですかということで、今

やっているところでございます。 

  我々としては、事務レベルでは、何でこんなに増えたのか、もっとちゃんと説明してない

と、我々も説明できませんということを、本当に喧々諤々やっているところではございま

すけれども、何とかこれでやってくれというようなところが今現状で、今後も引き続き、

区長会と我々の議論でも、この状況というのは、後払いでもいいので、ちょっと補塡する

というような仕組みとかをやって、ぜひいただきたいということを、やっぱりやっていく

必要があるだろうなということで、今話しているところです。今回、今は各区でも保険料

を決めないと、結局子供の均等割でも、ちゃんとこうやって条例化しないと実現しないで

据え置いた場合は、そういうものも全部据置きになってしまいますので、何とか今は、今

回合意できた案で保険料を何とか納めて、その上で、その後、来年に向けてちょっと、恐

らくこの状態がもし続いてたら、来年も同じことというのは本当に難しいと思っています

ので、何とかもっと大きな視点での動きをお願いしたいなというところです。要望等の動

きは今後あるのかなと思っているところではございます。 

○桑原会長 大山委員。 

○大山委員 今回の特別区長会と、それから市長会と町村会も、同じ文書で出されているんで

すよね。きっと、だから、話合いして、みんなで要望しようということで要望されたんだ

と思うんですけれども、やっぱりきちんと、社会保障なんだという立場で、国と東京都、

責任持ってくださいということを、引き続き正式に要望していただきたいと思っています。 

  しかし、今回の提案を見ると、低所得者に大きな負担がいくことになるというのが、これ

が深刻だと思うんです。参考資料１－４、ケース１、これを見ますと、介護保険２号被保

険者ではないということは、４０歳未満、もしくは６６歳以上という、単身ということで

すね。４０歳未満で働いていて、国保に加入しているということは、社会保険じゃないと

いうことですから、非正規で働いている方々ということが考えられます。だから、本当に

このコロナで直撃を受けた方々ですね。しかも、この新宿区では、このケースの人数が一

番多い、世帯全体で、全体の６４．４％ですか、その上、総所得が３００万円未満の方が

９割を超えると。ここに値上げが集中するということなんですよね。均等割を値上げする

ということが、収入の低い方々を直撃することになるというのは、もう明確なんですが、

これはどう捉えていらっしゃるんでしょうか。 
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○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 こちらの資料を御覧いただいても、実際として、率としてはやはり

非常に大きく上がってしまいます。これは、やはり今、均等割の分が今回上がっています

ので、均等割は所得と関係なく賦課されるものですので、こういった数字になっていると

ころではございます。ただ一方で、先ほどから御説明していますように、ルールとして、

この均等割と所得割の負担割合というのは決まっていますので、その中で、そのルールに

基づいて、今回できるだけのことをやりましたが、当初の予定ではもっともっと上がると

いうことが試算では出たところを、何とかここまで、それでもここまで抑えたということ

ではございます。 

  ただ一方で、低所得の方については、そもそも国保の制度として、７割減額ですとか５割

減額という形での減額もありますので、今回、率で見ると大きく見えてしまいますが、金

額的には、そもそもの最初の保険料としてかなり、９００万以上の方が１０２万円の保険

料のところが、１万６５００円、これは年間ですので、このぐらい実は国保というのは所

得によって差のある仕組みになっているところで、結果としてこういう形で、今回一番、

上昇率という意味では低所得者の方に出ている結果になってしまいましたが、昨年度はこ

れ、逆の傾向で、この辺りが下がって、皆さんが下がったということが実現できたので、

今後の医療費の動向にもよるんですが、また均等割が上がってまうとこうなる。ただ、均

等割の比率でも、定められたルールなので我々としてもいかんともし難い、特別区として

もここについてはどうしようもなかったということで、ここまで何とか下げましたんで、

何とか皆さんには御負担いただきたいというところが、正直なところでございます。 

○桑原会長 大山委員。 

○大山委員 均等割と所得割を徴収して、その割合もルールなんだということなんですけれど

も、結局、人頭税みたいな均等割ですよ。公的な保険で、この人頭税のような均等割があ

るというのは、国民健康保険と後期高齢の医療保険だけということですよね。だからこそ、

皆さんが何度も何度も要望して、所得のない子供たちは減額してくれということが、やっ

と今回実ったと、ちょっとですけれども、実ったということだと思うんです。 

  これ考えても、やっぱり審議会資料の５にも、備考ページにも書いてありますけれども、

６年間をめどに段階的、計画的に特別区独自の激変緩和を段階的に縮小しながら、法定外

繰入れの削減解消を目指すってなっているんですけれども、この方針自体に無理があると

いうことじゃないんでしょうか。 
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○桑原会長 医療保険年金課長。 

○志原医療保険年金課長 この方針自体も、この６年間で解消しなさいというのが、国のほう

から今出ているもので、それにのっとって進めているところでございます。実際、このコ

ロナ禍を受けて、かなり現状厳しくなってきたなって感触は持っていますが、現状、コロ

ナはどうなるか分かりませんので、その辺りの議論というのは、コロナが落ち着いた後で、

どういう状況になっているかを踏まえて行われるものなのかなとも思っています。 

  ただ、現状、国としても令和５年までに基本的には解消しなさいということを、全国の自

治体に言われているところでございまして、ただ、なかなか、これ、新宿区に当てはめて

も、そこまでに解消するというのは現実的じゃないというのは、多分これはもう実態でご

ざいますので、そういった中で、区としてできるだけ医療費の削減に努めるための様々な

取組をしたり、まさに保険事業を充実していったり、そういうことをしながら、まずは医

療費がもっと収まってくれないと、保険料はどんどん上がっていきますので、そこについ

てはもっと総合的な取組が必要なのかなと思っているところでございます。 

○桑原会長 大山委員。 

○大山委員 法定外繰入れをなくしなさいというのは、国の方針なんだと、国に迫られている

んだということですよね。国がそうやって一般財源入れるなというんだったら、ちゃんと

国に、保障しなさいと多分言っていらっしゃるんだと思いますけれども、それが、きちん

と国が保障するということがまず第一だし、それから、現実的ではないというのは、本当

に実態を分かっている立場だからこそ、そういうお話になるんだと思います。だから、国

民健康保険って、やっぱり退職すれば国民健康保険に入るし、働いていない方というか、

年金高齢者だとか不安定な雇用の人だとか、収入が低い人たちが加入しているということ

と同時に、先ほど出ている医療費はかかるというのは、国民健康保険の抱えている構造的

問題なんだっていつも言われますけれども、やっぱりそこは、社会保障なんだって立場が

必要だし、国にももっときちんと、社会保障なんだという立場で求めていくべきだと思っ

ています。 

  一方で、重要なことは、さっきも出ましたケース９だとか１２のように、未就学児がいる

世帯が、均等割が半額になったことで減額になるということでは、人頭税のような均等割

がいかに矛盾が大きいかということだと思います。引き続き、取り分け収入がない子供の

均等割は、１８歳までに広げるとか、全額なくすように、国や都に求めることか重要だと

思っています。 
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  これ、本当に今回のも賛成することはできません。 

  以上です。 

○桑原会長 ほかに御質問のある方。 

（発言の声なし） 

○桑原会長 よろしいですか。 

  ありがとうございました。 

  ただいま幾つかの御意見が出されましたが、最後に、改めて全委員の皆様にお伺いさせて

いただきます。 

  これらの意見を受けて、ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますでしょうか。 

（発言の声なし） 

○桑原会長 よろしいですか。 

  ありがとうございます。 

  以上で、諮問事項、新宿区国民健康保険料率の改定に係る質疑を終わります。 

  それでは、ただいまより、諮問事項に対する答申についてお諮りします。 

  なお、今回は書面決議方式を採用しているため、採決は２回に分けて行います。 

  まず、会場にお集まりの委員の皆様には、挙手により採決したいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○桑原会長 次に、挙手による採決の後、書面により賛否を提出されている委員の皆様につい

ては、会議録署名委員立会いの上確認し、会場の皆様にお伝えすることで採決したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○桑原会長 異議なしとのことですので、会場にお集まりの委員の皆様に、新宿区国民健康保

険料率の改定に対する採決を行います。 

  賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○桑原会長 ありがとうございます。手をお戻しください。 

  賛成は１８名でございます。 

  続いて、書面提出による委員の賛否について確認します。 

  では、会議録署名委員の櫻井委員と星野委員の御両名、前のほうへおいでいただき、私と
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一緒に御確認いただけますか。 

（両委員が会長席横に移動） 

○桑原会長 ただいま、両委員立会いのもと、表決書を確認した結果、書面による賛否は賛成

５名でございました。 

  では、これより、事務局において挙手と書面による採決の集計を行いますので、お待ちく

ださい。 

  １名欠席となったため、２７名の委員のうち、賛成が２３名でございますので、本諮問事

項を適当と認める旨、答申することと決定します。 

  以上で、本日予定していた諮問事項の審議を終了します。 

  最後に、区から御発言などはございませんでしょうか。 

  区長。 

○吉住区長 長時間にわたりまして御審議をいただき、誠にありがとうございました。 

  本日の答申の趣旨を受けまして、令和４年第１回定例会に、新宿区国民健康保険条例の一

部を改正する条例案を提出させていただきます。 

  本日は、お忙しいところ御出席いただき、ありがとうございました。 

○桑原会長 それでは、これをもちまして、本日の運営協議会を閉会します。 

  委員の皆様には、御協力いただきまして誠にありがとうございました。 

午後４時３９分閉会 

 


